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働き方改革法対応の就業規則

Q1　働き方改革関連法の全体像はどうなって
いるのですか？

Q2　時間外労働の上限規制への対応はどのよ
うにしたらよいのでしょうか？

Q3　36協定の締結と特別条項の発動につい
て注意する点は？

Q4　中小事業主に対する特別割増賃金の適用猶
予措置が廃止になると聞いたのですが？

Q5　年次有給休暇の取得の義務付けについ
て，どのように対応すればよいのでしょ
うか？

Q6　高度プロフェッショナル制度はどのよう
な制度でしょうか？

Q7　同一労働同一賃金は具体的に何を目指し
ているのでしょうか？

Q8　勤務間インターバル制度は，どのように
規定を作成すればよいのでしょうか？

Q9　テレワークを導入する場合のポイントを
教えてくれますか？

Q10　副業・兼業の取り扱いについて，注意す
べきポイントを教えてくれますか？

■規定例を参考に
　働き方改革関連法が今年の 4月 1日からスタートし
ます。政府が推進する「働き方改革の実現」とは，「働
き方改革は，一億総活躍社会実現に向けた最大のチャ
レンジ。多様な働き方を可能とするとともに，中間層
の厚みを増しつつ，格差の固定化を回避し，成長と分
配の好循環を実現するため，働く人の立場・視点で取
り組んでいきます」とされています。
　そして，この改革に関連する法改正が複数の法律の
条文に分かれていて，「何となく知っている」状態では，
今後の会社経営等に対応できません。「具体的にどのよ
うに対応すればよいのか？」を中心に考えていき，「実
際の就業規則の条文をどのように変えていくことが会
社にとって有効なのか？」を検討する必要があります。
　スタートまで時間がありませんが，この記事を参考
に対応策を立てればまだ間に合います。これから対応
を実施される方も，今まで対応したものが問題ないか
を検証される方も，まずは本稿10の質問文（Q）に対
する解説（A）を一読してください。そして，規定例を
掲げていますので，これを参考に自社に合ったものに
アレンジして改訂することをお勧めします。
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